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熊本駅西口駅前広場設計競技募集要項 

Ⅰ 一般事項             

１ 趣旨 

 熊本県と熊本市では、平成２３年春の九州新幹線鹿児島ルートの全線開業に向け、これに合わせた熊本駅周辺の

整備を進めています。九州の中央に位置する同市では、新たな高速かつ広域交通手段である新幹線の開業を、その

拠点性をさらに高める絶好の機会ととらえ、新幹線開業による経済的効果を最大限に波及させるために、陸の玄関口

である熊本駅周辺の都市機能の向上と熊本らしい魅力を創出することを重点目標として、事業を展開しています。 

 「熊本駅西口駅前広場」は、平成１７年に県市共同で策定した「熊本駅周辺地域整備基本計画」のなかで、駅東側の

「九州・熊本の情報発信の場」と駅西側の「新しい都市生活を創造する場」とを結ぶ、多種多様な人々が集い、交流す

る拠点のひとつとして位置づけられています。 

 今回の設計競技では、熊本の玄関口、また交流拠点に相応しい「熊本駅西口駅前広場」の提案を募集します。 

 設計にあたっては、多様な人々が駅前広場を利用することが想定されるため、ユニバーサルデザインの理念に基

づいた計画が必要となりますが、誰もが使いやすい広場として優しさ、快適さだけでなく、美しさ、楽しさに配慮された

次世代に受け継ぐ新しい提案を期待しています。 

 また、この設計競技は、後世に残り得る文化的資産の創造と地域の活性化を目指して、熊本県が推進している「くま

もとアートポリス」の参加事業として実施します。 

２ 設計競技の概要 

（１）主催者  

 熊本県、熊本市 

（２）選定方式等 

 審査は、第１次審査及び第２次審査の２段階形式で行う。 

 応募された全ての作品は第１次審査の前に公開し、市民の意見の募集を行う。 

 第２次審査は応募者及び一般に向けた公開のもとで行う。 

 これらの審査の公開、作品の公開、市民の意見募集等については、熊本市が推進する「市民協働のまちづくり」の

実現手法として実施するものである。 

（３）スケジュール 

 応募要項の配布       平成２０年１月２５日（金）～３月１４日（金） 

 応募作品の提出期限      平成２０年３月１４日（金） 

 全応募作品の公開及び意見募集  平成２０年３月１７日（月）～３月１９日（水） 

 第１次審査        平成２０年３月２２日（土） 

 第２次審査       平成２０年５月１０日（土）  

３ 審査員 

 審査員長     伊東豊雄 

     （建築家、くまもとアートポリスコミッショナー） 

資料８ 
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 審査員      桂英昭     

     （建築家、熊本大学工学部建築学科准教授、くまもとアートポリスアドバイザー） 

末廣香織  

（建築家、九州大学人間環境学研究院都市・建築学部門准教授、くまもとアートポリスアドバイザー） 

     曽我部昌史  

     （建築家、神奈川大学工学部建築学科教授、くまもとアートポリスアドバイザー） 

４ 応募資格 

建設完了まで責任を持って業務に関わる意志のある者（グループ、法人も可）。ただし、1者につき1提案までとし、

複数の提案に関わることはできない。また、以下の者は応募資格を持たない。 

 ・審査員及びその家族 

・審査員が大学に所属する場合において、その審査員の研究室に現に所属する者 

・審査員及びその家族が主宰し、あるいは役員又は顧問をしている営利団体に所属する者 

・熊本駅周辺地域都市空間デザイン会議の委員 

・主催者の職員で、今回の設計競技に関係する者 

５ 事務局 

 くまもとアートポリス事務局 

 〒862-8570 熊本市水前寺6-18-1 熊本県土木部建築課アートポリス・ＵＤ班内  

 tel : 096-333-2537   fax : 096-384-9820   email : kenchiku@pref.kumamoto.lg.jp 

６ ホームページ 

 この設計競技専用のホームページを設ける。 

 応募要項配布後における事務局からの連絡事項は、ホームページに掲載する。 

 http://www.pref.kumamoto.jp/traffic/artpolis/links/compe.html 

 

Ⅱ 応募作品の提出方法                

１ 提出図面等 

（１）提出図面 

 設計主旨（４００字以内、日本語で表現すること）、配置図兼平面図（縮尺＝１／３００）、正面図（縮尺自由）、断面図

（縮尺自由）、模型写真又は透視図等の立体イメージが分かるものとし、その他に設計意図を表現する図等を加えるこ

ともできる。なお、提出図面には応募者の氏名、所属等の応募者を推測させる情報を記載しないこと。 

（２）作成要領 

 Ａ１用紙（５９４ｍｍ×８４１ｍｍ、横使い）で１枚にまとめ、厚みのあるスチレンボード（５ｍｍ程度）に貼ってパネル

化して提出する。アルミフレームパネルその他のこれに類するフレームの使用は不可。青焼き、鉛筆、インキング、

着色、写真添付、プリントアウトなどの図面表現の方法は自由とする。 

（３）提出方法等 

 応募作品に必要事項を記入した応募票（様式１）及び郵便はがき（応募者へ受領証を送付する際に使用）を同封して
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提出すること。郵便はがきには、あらかじめ応募者の郵便番号、住所及び氏名等を記載しておくこと。 

（４）作品提出先 

 くまもとアートポリス事務局に提出する。「設計競技応募作品」と朱書きで明記すること。 

２ 作品の提出期限 

 平成２０年３月１４日（金） １７時 （必着） 

 （すべて郵送又は宅配便により送付し、持参は不可とする。予期せぬ問題が生じた場合は、審査員の判断による。） 

３ 質疑応答  

 質疑はおこなわない。規定外の事項は応募者が自由に決定すること。 

 

Ⅲ 応募作品の公開                   

1 応募作品の公表 

 応募された全ての作品は、平成２０年３月１７日（月）にホームページで公表する。 

 作品の公表については、応募の時点で応募者が同意したものとみなす。 

２ 意見の募集 

 「市民が望む西口駅前広場」の実現のため、公表された作品を踏まえ、審査において配慮してほしい事項について

意見を募集する。意見は、事務局あての郵便、ファックス、電子メール等の方法により書面で提出するものとする。 

 意見の提出期限は、平成２０年３月１９日（水）１７時（必着）とする。 

４ 意見の公表 

 募集された意見は、事務局が取りまとめのうえ、ホームページで公表する。公表する場合には、個人が特定される

情報を削除又は個人が特定されないよう修正する。 

 

Ⅳ 第１次審査                  

１ 審査方法  

 第１次審査は非公開で行うものとし、第２次審査に進む５作品を選出する。なお、第１次審査では、審査員は提出図

面をもとに審査し、応募者の氏名、所属その他の応募者を特定する情報を持たないものとする。 

２ 応募作品の展示 

 第１次審査の会場では、審査までの間、応募作品の展示を行う。 

３ 応募作品の展示及び第１次審査の日時及び場所 

 日時 ： 平成２０年３月２２日（土）  応募作品の展示   １０時から１７時まで 

                        第１次審査       １３時から 

 場所 ： 未定（決定次第、ホームページに掲載する。） 

４ 審査結果の公表 

 審査員は、第１次審査当日１６時から審査会場にて、審査結果及び選考理由を公表するとともに、審査状況に関し、

見学者からの質疑を受ける。 

 審査結果及び選考理由は、第２次審査に進む作品の応募者へ速やかに通知するとともに、後日ホームページに掲
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載する。 

 

Ⅴ 第２次審査               

１ 審査方法 

 審査員は、プレゼンテーション及びインタビューにより最優秀賞及び優秀賞（各１点）を決定する。なお、プレゼンテ

ーションを行ったもので最優秀賞及び優秀賞以外の作品は佳作とする。 

（１）プレゼンテーション 

 応募者は、提出した作品について１０分以内のプレゼンテーションを行う。プレゼンテーションは、以下のいずれか

の方法によるものとする。なお、複数の方法の選択も可とする。 

 ・提出図面による説明 

 ・一般的なプレゼンテーションソフトによるプロジェクターでの説明 

 ・模型を用いた説明 

（２）インタビュー 

 審査員は、各作品についてインタビュー形式で応募者に質疑を行う。 

（３）その他 

 プレゼンテーション及びインタビューの質疑応答は日本語で行うものとする。 

 プレゼンテーションソフトの動作環境については、事務局に事前に確認すること。 

 応募者が審査の場に出席していない場合は、その作品は審査の対象としない。 

 応募者がグループ又は法人である場合、そのメンバーの全員の出席を求めるものではない。 

 応募者以外の者は、プレゼンテーションを行うことができない。 

２ 審査の日時及び場所 

 日時 ： 平成２０年５月１０日（土） １３時から 

 場所 ： 熊本県庁地下大会議室 

３ 審査結果の発表 

 審査結果の発表は、第２次審査当日に審査会場で行い、後日ホームページに掲載する。 

 

Ⅵ 計画条件等            

１ 立地等の概要 

 熊本駅西口駅前広場は、熊本市の西部に位置し、熊本市役所の南西約２キロ、九州新幹線熊本駅の西口に計画さ

れている。熊本駅の西側は熊本市による熊本駅西土地区画整理事業が施行中である。また、同広場は、平成２１年度

から工事に着手し平成２３年春に供用を開始する予定である。供用開始後は、九州旅客鉄道株式会社と市との間で管

理協定を締結し、両者で管理する予定である。九州新幹線が開業して１０年が経過する平成３２年の鉄道乗降客数を

約３７,０００人／日、西口駅前広場の利用者数を約１８,０００人／日、東口駅前広場の利用者数を約５６,０００人／日と

想定している。 

２ 敷地条件 
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 所在地  熊本県熊本市春日３丁目（別添図１） 

 面積  ５，７００㎡ 

 都市計画区域 熊本都市計画区域 

 区域区分  市街化区域 

 用途地域  近隣商業地域 （建ぺい率８０％、容積率３００％） 

 防火地域  準防火地域 

３ 設計条件 

（１）ユニバーサルデザインの理念に基づいていること。 

（２）九州新幹線熊本駅舎のデザイン（別添図２）に調和するものであること。 

（３）指定された敷地の範囲内に建設することが可能なこと。 

（４）熊本駅西口駅前広場の交通に関する配置計画（別添図３）を変更しないこと。 

   （この図と熊本駅周辺地域整備基本計画に掲載された図とは異なるので注意すること。） 

（５）設計対象はシェルター、ベンチ、舗装、照明、サイン、植栽、点状ブロックその他の広場に必要な施設の形状、配 

  置及び機能等に関することとする。 

（６）設置する施設については、修繕、交換を考慮し特注品の使用を避け、耐久性やメンテナンスのしやすさ、環境負 

  荷の低減に配慮すること。 

（７）防犯、治安や通行の安全の観点から、夜間の適度な照度の確保や、駅舎正面玄関出入口からの視認性を確保す 

 る等、施設の形状及び配置等に配慮すること。 

（８）設置する施設は、事故、火災や自然災害への対策を考慮すること。 

（９）植栽については中木以下とし、落葉の清掃、雑草の駆除、駅舎の視認、野鳥による糞害対策を考慮すること。 

（１０）直接工事費（シェルター、ベンチ、舗装、照明、サイン、植栽、点状ブロック等）は、１億５千万円以内とする。 

４ その他の条件 

 応募にあたっては、少なくとも以下の資料を踏まえたうえで提案すること。 

 ・熊本駅周辺地域整備基本計画 

    http://www.city.kumamoto.kumamoto.jp/toshiseibi/kumamotoeki/content/plan/plan.htm 

 ・熊本駅周辺地域都市空間デザインガイド本編 

     http://www.kumamotoeki-seibi.net/designkaigi/20070529/index.html 

 

Ⅵ その他             

１ 失格事項 

次のいずれかに該当するものは失格とする。 

 ・本要項の規定に著しく違反している場合。 

 ・提出図書に虚偽の記載がある場合。 

 ・同一作品を他設計競技と二重に応募した場合。 

 ・応募作品の一部や全体が他者の著作権を侵害するものである場合。 
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 ・その他主催者又は審査員が不適格と認めた場合。 

２ 応募作品の取扱い 

 応募作品の著作権は応募者に帰属するが、応募作品の展示、複製の作成、ホームページへの掲載、設計競技の記

録誌の製作など、設計競技に関する事務での使用の権利は、主催者が保有する。応募作品は返却しない。 

３ 費用負担 

 制作費、送料、税金、保険などの応募に関する費用並びに公開審査会場への旅費及び宿泊費等の設計競技に関す

る一切の費用は応募者自身の負担とする。 

４ 表彰等 

 第２次審査に進んだ作品の応募者には、第２次審査当日に表彰状を授与する。 

５ 最優秀賞の取扱い 

 最優秀賞受賞者は、原則として、最優秀賞受賞作品をもとに意匠設計を行うこととする。なお、維持管理等の観点か

ら関係機関との協議により作品内容の一部の変更を求める場合がある。 

６ 設計業務の契約 

 最優秀賞受賞者は、熊本市と意匠設計の委託契約を結ぶ。 

 熊本市は、熊本駅西口駅前広場の設計を意匠設計と詳細設計とに分離して発注する。 

 意匠設計者と詳細設計者は、協働して西口駅前広場の設計を行う。協働に際しては、両者の業務、責任その他の必

要な事項を明確にした協定を締結することとする。 

 意匠設計は、詳細設計に必要な配置図、平面図、正面図、断面図、仕上表等を作成するものとする。 

 詳細設計は、意匠設計に基づき工事発注に必要な詳細図、設計計算書（構造計算書を含む）、工種別数量計算書、

施工計画書等の作成を行うものとする。 

 意匠設計者及び詳細設計者は、平成２０年度末までに設計を完了すること。 

 設計にあたっては、熊本駅周辺地域都市空間デザイン会議その他の関係協議会等との協議が必要となる。 

７ 設計委託料 

 設計委託料は、熊本市の基準により算定する。 

８ 現地説明会 

 現地説明会は実施しない。現地を確認する場合は、近隣住民、熊本駅利用者及び工事関係者等の迷惑とならないよ

うに十分注意すること。問題をおこした者は設計競技の参加を拒否することがある。 

９ その他 

 第１次審査及び第２次審査の結果については、何人も異議を申し立てることはできない。 

 応募者は、応募した時点で本要項の内容を受諾したものとみなす。 

 本要項の内容に違反して設計競技に参加した者は、受賞後であっても設計競技への参加を取り消す場合がある。 

 今回の設計競技又は設計業務の契約に関して、本要項に規定しない問題が発生した場合、主催者と審査員が協議

のうえ判断するものとする。 



様式１

ふりがな

ふりがな

連絡担当者

郵便番号

住所

電話番号 （携帯電話でも可）

メールアドレス （携帯電話でも可）

氏名 所属（会社名、学校名・研究室名・学年などを記載してください）

応募者の氏名または名称 公表　・　不可 共同設計者の氏名 公表　・　不可

代表者の氏名 公表　・　不可 共同設計者の所属 公表　・　不可

代表者の所属 公表　・　不可

受付印 受付番号 特記事項

※以下の欄は事務局で使用します。

【第１次審査後の氏名等の公表】※第二次審査を行った作品は、記載に関わらず公表します。

【共同設計者】※記入欄が不足する場合は、必要事項を記載した用紙（Ａ４版に限る）を添付してください。

【連絡先】

代表者の所属

※会社名・部課名、学校名・研究室名・学年などを記載してください。

※応募者が個人の場合は記入不要です。応募者がグループ又は法人の場合に記載してください。

【応募者】

※応募者が個人の場合は氏名を、グループの場合はグループ名を、法人の場合は会社名を記載してください。

代表者の氏名

氏名または名称

熊本駅西口駅前広場設計競技　応募票
（この応募票に記載された事項は、この設計競技の事務処理のみに使用します。）
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